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令和５年４月定例教育委員会議事録 

開 閉 日 時

  

 令和５年４月１７日 午後１時３０分開会 

午後２時３７分閉会 

開 催 場 所  志木市役所 教育委員会議室 

  

委員の出席状況 

出 

席 

柚木博教育長、八代豊教育長職務代理者 

岩澤千惠子委員、上野幸子委員、飯田昌利委員 

欠 

席 

 なし 

説明のため出席

した者の氏名・

職名 

今野教育政策部長、成田参事兼教育総務課長、島村教育政策部次長兼学校

教育課長、土崎生涯学習課長、坂口教育サポートセンター所長、竹田学校

教育課副課長 

会 議 書 記 浦野教育総務課主査 

傍  聴  人 ０人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 議 内 容 

 

 

議 題 

第１５号議案 志木市特別支援教育就学奨励費支給規則について  

第１６号議案 志木市就学援助費支給規則の一部を改正する規則に

ついて 

第１７号議案 志木市就学支援委員会委員の委嘱について  

 

報告事項 

（１）専決処分について（志木市教育委員会が保有する個人情報の

保護に関する規則）  

（２）専決処分について（志木市教育委員会会計年度任用職員の報

酬等に関する規則の一部を改正する規則）  

（３）専決処分について（令和５年度学校運営協議会委員の任命）  

 

その他 
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審議内容（発言者、発言の要旨）  

○柚木教育長 

令和５年４月定例教育委員会会議の開会を宣す。 

 

 議事録署名委員に八代教育長職務代理者を指名した。 

 会議書記に浦野主査を指名した。 

 ３月定例教育委員会議事録を各委員に諮り、承認された。 

 

◎教育委員会報告 

○今野教育政策部長 

令和５年３月定例教育委員会以降の教育委員会の主な動きを報告する。  

・３月１７日  小中一貫教育推進委員会 

朝霞地区交通安全協会ランドセルカバー等贈呈式 

・３月２０日  志木市議会定例会閉会日 

政策推進会議 

・３月２２日   臨時庁議 

・３月２３日  市内小学校卒業式 

・３月２４日  市内小・中学校修了式  

・３月２５日  志木第二中学校吹奏楽部定期演奏会 

・３月２６日  志木中学校吹奏楽部定期演奏会 

・３月２７日  トラック協会朝霞支部防犯ブザー贈呈式 

上尾市における部活動地域移行モデル事業報告会 

・３月２８日  当初教職員人事異動に係る教育長面談 

・３月３１日  退職校長辞令交付式 

市職員退職辞令交付式 

・４月 ３日  市職員辞令交付式 

教職員辞令交付式 

定例庁議 

・４月 ４日  朝霞地区四市合同教育長等顔合わせ会 

・４月 ６日  南部教育事務所当初教育委員会訪問 

・４月 ７日  栄養士研究協議会 

・４月 ９日  志木市民剣道大会開会式 

・４月１０日  市内小・中学校始業式・入学式 

・４月１１日  定例校長会議 

・４月１３日  八ヶ岳自然の家開所挨拶まわり 

朝霞地区教育委員会連合会理事会 

・４月１４日  埼玉県都市教育長協議会総会・情報交換会 

・４月１５日  八ヶ岳自然の家開所 

・４月１６日  志木市野球連盟総合開会式 
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教育長発議 

○柚木教育長 

 第１７号議案 志木市就学支援委員会委員の委嘱について、及び報告事項（３）専決処

分について（令和５年度学校運営協議会委員の任命）は、人事案件であるため、志木市教

育委員会会議規則第５条第１項第１号の規定により、会議を公開しないことを発議する｡ 

 

教育長の発議を受けて採決した結果、第１７号議案、及び報告事項（３）については、

志木市教育委員会会議規則第５条第１項第１号の規定により、会議を公開しないことを

議決した。 

 

○柚木教育長 

第１７号議案、及び報告事項（３）については、非公開案件であるため会議の最後に審

議することとしてよいか｡ 

 

○全委員  

 了承する。 

 

◎第１５号議案 志木市特別支援教育就学奨励費支給規則について  

○柚木教育長 

第１５号議案 志木市特別支援教育就学奨励費支給規則について、説明を求める。 

 

○島村教育政策部次長兼学校教育課長 

特別支援教育就学奨励費の支給に関し、これまで国の基準の二分の一を支給していた

が、市で規則を定めていなかったことから、ここで改めて必要な事項を定めたく提案す

るものである。 

 

○飯田委員 

 「収入額・需要額調書」という様式は、太枠の中に書いていただくということか。 

 

○島村教育政策部次長兼学校教育課長 

 太枠の中を埋めて申請いただく。これまでも同じように提出していただいていたものにな

る。 

 

○上野委員 

 ご家庭にはどのように周知されているのか。 

 

○島村教育政策部次長兼学校教育課長 

 特別支援学級所属のお子さんに、４月当初に全てお配りできるようにしている。 
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○柚木教育長  

他に質問はあるか。 

 

○全委員 

なし。 

 

○柚木教育長 

第１５号議案 志木市特別支援教育就学奨励費支給規則については、原案のとおりでよろ

しいか。 

 

○全委員 

異議なし。 

 

○柚木教育長 

第１５号議案 志木市特別支援教育就学奨励費支給規則については、原案のとおり可決さ

れた。 

  

◎第１６号議案 志木市就学援助費支給規則の一部を改正する規則について  

○柚木教育長 

第１６号議案 志木市就学援助費支給規則の一部を改正する規則について、説明を求

める。 

 

○島村教育政策部次長兼学校教育課長 

平成２２年に規則として制定されているが、今回、新入学学用品費を小学校・中学校と

もに３，０００円増額したいので、その金額を変更するため、提出するものである。  

 

○八代教育長職務代理者 

 金額変更は、昨今の物価高の影響を受けているものなのか。それとも、何年かに１回改訂

があるものなのか。 

 

○島村教育政策部次長兼学校教育課長 

 国の基準が変わったため、それに揃えて変更する形である。 

  

○竹田学校教育課副課長 

毎年国の方で、生活扶助を受けている方が受ける要保護児童生徒援助費補助金の予算単価

について見直しがあり、それを基準に市の就学援助費を変更する。今年度は新入学児童生徒

学用品費、昨年度はオンライン学習通信費の見直しがあった。今回の見直しについては、物

価高の影響については不明であるが、ランドセルなど新入学の準備費用などがかかるとのこ

とで、金額が上がったところである。 
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○柚木教育長 

他に質問はあるか。 

 

○全委員 

なし。 

 

○柚木教育長 

第１６号議案 志木市就学援助費支給規則の一部を改正する規則については、原案のとお

りでよろしいか。 

 

○全委員 

異議なし。 

 

○柚木教育長 

第１６号議案 志木市就学援助費支給規則の一部を改正する規則については、原案のとお

り可決された。 

 

◎報告事項（１）専決処分について（志木市教育委員会が保有する個人情報の保護に

関する規則）  

○成田参事兼教育総務課長 

法改正に伴い、各自治体で定めていた規則が法律の中で定められることになったため、当

該規則を廃止するものである。当該規則の廃止については、３月議会閉会後から４月１日ま

での間に教育委員会を開く暇がなかったので、教育長の専決処分とし、報告するものである。  

 

○飯田委員 

これは、国の基準に準ずるので、各市町村での規則はいらなくなり、廃止となったことで

間違いないか。 

 

○成田参事兼教育総務課長 

お見込みのとおりである。 

 

◎報告事項（２）専決処分について（志木市教育委員会会計年度任用職員の報酬等に

関する規則の一部を改正する規則）  

○成田参事兼教育総務課長 

本規則の改正内容については、「小中一貫教育コーディネーター」と「学校図書館事業推

進アドバイザー」を配置するもの、また、最低賃金法が１０月に改正される見込みがあるの

で、その改正に合わせてあらかじめ報酬について改正するものである。改正にあたっては、

３月議会閉会後から４月１日までの間に、教育委員会を開く暇がなかったので、教育長の専

決処分とし、報告するものである。 

 



6 

○岩澤委員 

 教育サポートセンターの教育相談員は、大学院を出ている方が多いと思う。大学院を出た

方の報酬が、規則に記載されている額では、なかなか生活が難しいと考えられる。本市の相

談員のなり手がいない原因の一つに、低賃金というのがある。市の財政が厳しい中ではある

が、もし見直せるのであれば、優秀な人材に来ていただけるよう見直していただくことはで

きないか。 

 

○成田参事兼教育総務課長 

 他の職種とのバランスを取りながら、考えていきたい。 

 

○柚木教育長 

高度で専門的な知識が必要な職でもある。報酬を設定するとき、職務の性質を考えてやっ

ていると思うが、ご意見も踏まえて検討していければと思う。 

 

○上野委員 

別表第２と第３の違いは何か。 

 

○成田参事兼教育総務課長 

別表第２は栄養士、臨時教員等の職種、別表第３はそれ以外の職種で、事務補助員などが

入っている。 

 

○柚木教育長 

その他に別表第１もあるが、職務の性質によって３つに分かれているところである。 

 

◎その他 元気に育つ志木っ子条例のアンケート調査結果について 

○土崎生涯学習課長 

元気に育つ志木っ子条例の制定後５年が経過し、効果測定としてアンケート調査を実施し

たので結果を報告する。アンケート調査は昨年７月に実施し、対象は市内全学校の小学３年

生から中学３年生までの４，４１３人、回答率は９１．１％であった。その回答内容につい

て、抜粋して説明する。はじめに、条例の認知度は４０．６％で、一定の周知は進んでいる

が、まだ６割近くの児童生徒は知らないという結果となったため、今後も学校の協力を得な

がら事業展開を進める必要がある。次に各家庭でのインターネット等の使用のルールについ

ては、「ある」と回答した割合が７６．９％と前回を大きく上回っており、条例の理解は深ま

ったと考えられる。スマホ等の１日の使用時間については、前回は「１時間以内」という回

答が最も多かったが、今回は「２時間以内」が最も多く、「３時間以上」も前回より上昇して

おり、また、別の問いで「視力が落ちた」「夜ねる時間が遅くなった」等の実態も明らかにな

っており、児童生徒の身体に与える影響が懸念される。スマホ等を利用して困ったことにつ

いては、一番多かった回答は「ない」であったが、「迷惑なメールがきた」「ラインなどでい

じめにあったり、なかまはずれにされた」等、憂慮すべき回答も見られた。また、インター

ネットで知り合った人から「会おう」と誘われたことがあるかの問については、７０人が実
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際に会ったと答えている。そのうち４８人は小学生の回答であり、質問の趣旨を理解してい

なかった可能性もあるが、結果については重く受け止め、今後も危険性を丁重に指導してい

く必要があると考えている。アンケート調査の結果は先日の校長会で説明し、引き続きの協

力をお願いしたほか、市のホームページに掲載し、さくらメールにホームページのＱＲコー

ドを付けたものを送付する予定である。 

 

○八代教育長職務代理者 

 条例についてのリーフレットを全戸配布していたと思うが、条例の認知度が少ない原因は

わかっているのか。 

 

○土崎生涯学習課長 

 毎年、全校で情報モラル講演会を行い、その中で条例についての話をしてもらっていると

ころで、細かい原因がわからない。ただ、条例の詳細までは知らないが、インターネット等

の危険性は知っていると思われるところである。 

 

○柚木教育長 

利用のルールはあるかの問いに８割近くが「ある」と回答をしているので、条例は知らな

いけど、ルールは作っているという認識になると推測される。条例を知っているかという問

いの受け取り方がいろいろあったのかもしれない。 

 

○八代教育長職務代理者 

 家庭内で話をしているとは思うが、使用時間は増えてきているので、機会があったらその

辺りを特に研修会等の機会でお話ししてもらうとよいと思う。 

 

○土崎生涯学習課長 

特にコロナ禍になってから、家庭にいる時間が増え、インターネット等を見る時間が増え

たというのがある。身体に与える影響が大きくなっているので、家庭でのルールを定めるこ

とが重要と考えているので、各ご家庭にご協力いただけるようお願いしていきたい。 

 

○飯田委員 

 現在までに、スマホ等で実際に小中学生が被害にあったような事例はあったのか。 

 

○土崎生涯学習課長 

生涯学習課では、今のところ、大きな問題があったという情報は入っていない。 

 

○柚木教育長 

今は、リアルな世界でのいじめよりも、インターネットを使ったいじめ等の問題の方が件

数的に多くなってきている。 

 

○島村教育政策部次長兼学校教育課長 
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ネットいじめや、いじめまでにはなっていない誹謗中傷、例えばライングループの中で悪

口を言ってしまって問題になる等については、増えてきているところである。 

 

 

事務局より、次回定例教育委員会の日程を確認する。 

 

 

○柚木教育長 

 公開による議事は終了とし、これより非公開とする。  

 

◎第１７号議案 志木市就学支援委員会委員の委嘱について 

※第１７号議案については、志木市教育委員会会議規則第１９条第３項に基づき、審議結

果を除き、公表しない。 

 

 第１７号議案 志木市就学支援委員会委員の委嘱については､原案のとおり可決された｡ 

 

◎報告事項（３）専決処分について（令和５年度学校運営協議会委員の任命）  

※報告事項（３）については、志木市教育員会会議規則第１９条第３項に基づき、公表し

ない。 

 

○柚木教育長 

他になければ、これをもって令和５年４月定例教育委員会を閉会する。 

 

 

教育長 

 

 

会議録署名委員 

 

 

（※署名は元本）  


